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故 
細
川
良
昭
さ
ん
に

法
務
大
臣
か
ら
感
謝
状

　

３
月
21
日
に
逝
去
さ
れ
た
細
川
良
昭
さ
ん（
享

年
74
歳
）に
、生
前
の
功
績
を
た
た
え
法
務
大
臣
か

ら
感
謝
状
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　

細
川
さ
ん
は
、22
年
４
月
、法
務
大
臣
か
ら
、人

権
に
係
わ
る
相
談
を
受
け
る
ほ
か
人
権
の
考
え
を

広
め
る
活
動
を
行
う
人
権
擁
護
委
員
に
委
嘱
さ
れ

生
前
は
岩
見
沢
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
会
長
を
務

め
ら
れ
る
な
ど
活
躍
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

【
問
合
先
】企
画
調
整
課
企
画
係
☎
②
３
１
８
２

行
政
相
談
委
員
の
委
嘱

　

４
月
１
日
付
で
、行
政
相
談
委
員
に
栗
山
俊
彰

さ
ん（
美
園
町
☎
②
２
６
５
７
）が
、ま
た
、引
き
続

き
冨
田
照
男
さ
ん（
高
美
町
☎
②
３
７
３
９
）が
総

務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

行
政
相
談
委
員
は
、皆
さ
ん
と
行
政
機
関
の
パ

イ
プ
役
と
し
て
国
や
北
海
道
の
仕
事
に
対
す
る
苦

情
、要
望
、意
見
を
お
聞
き
し
て
改
善
を
図
り
ま
す

の
で
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】企
画
調
整
課
企
画
係
☎
②
３
１
８
２

三
笠
市
固
定
資
産

評
価
審
査
委
員
会

委
員
の
選
任

　

３
月
23
日
付
で
、田
中

敬
三
さ
ん（
再
任
）、小
林

英
夫
さ
ん（
再
任
）、納
口

秀
則
さ
ん（
再
任
）を
三
笠

市
固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
委
員
に
選
任
し
ま
し

た
。

　

固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
は
、固
定
資
産
の
賦

課
に
関
し
て
納
税
者
か
ら

の
申
し
立
て
が
あ
っ
た
場

合
、そ
の
評
価
の
審
査
を

行
う
機
関
で
す
。

【
問
合
先
】総
務
課
職
員
係

☎
②
３
１
８
４

改元に関する市の文書の取り扱い三笠市に100万円の寄付

　改元以降に市が発送する文書では、

原則、新しい元号での表記となります

が、文書の印刷や発送時期などの都合

上、改元後の日付についても元号を「平

成」と表記している場合があります。

　この場合は、改元後も有効なものと

して取り扱い、改元を理由とした文書

の再発行は行いませんので、ご理解を

お願いします。

　㈱三翔から三笠市の地域振興のため
に役立ててほしいと100万円が寄付さ
れました。

【問合先】総務課総務秘書係☎②3185 【問合先】総務課総務秘書係☎②3185

　人権問題、いじめ、いやがらせ、
プライバシーの侵害、家庭の問
題など、日頃の心配事を人権擁
護委員が無料で相談に応じます。
　この機会にぜひご利用ください。

【日時】6月1日㈯13:00～15:00
【場所】市民会館102号室
【主催】札幌法務局岩見沢支局、
岩見沢人権擁護委員協議会、三
笠市

【相談料】無料
【問合先】企画調整課市民相談室
☎ ②3183

6月1日は人権擁護委員の日

【全国共通電話番号】
（ナビダイヤル）
▶みんなの人権110番
☎0570-003-110
▶子どもの人権110番
☎0120-007-110
▶女性の人権ホットライン
☎0570-070-810

特設人権相談会

栗山俊彰さん

今年の三笠市子ども
書き初め大会で大賞
を受賞された齋藤優
杏さん（三笠中１年）
の作品です。
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■ポイントの付与方法
　▶1時間の活動につき1ポイントで1日最大2ポイントまで
　▶付与の期間は毎年4月1日からその翌年の3月31日まで
■ポイントの交換方法
　▶1ポイント100円で、10ポイント(1,000円分)から交換できます。
　　一度に交換できるのは最大50ポイント（5,000円分）までです。
　▶交換は1年度のうちに一回だけで、前年度に貯めたポイントを4月中に交換いただきます。
※詳しくは市のホームページをご覧いただくか、直接お問い合せください。

町内会への加入と活動について
生活の中で一番身近な組織は町内会や自治会です

介護支援ボランティアポイント事業の参加者募集

　町内会では回覧板などにより日ごろの生活に関する情報を共
有することや、自分たちの地域を住みやすくするために、さまざ
まな取り組みを行っています。
　地域によって活動は異なりますが、環境改善活動（ごみ拾い）、
安全・安心のまちづくり（防犯灯の維持・防犯パトロール）、子ども
の育成や高齢者支援（交流行事や助成）など、地域の生活を向上さ
せるための活動をしています。
　また、最近では地震などの災害のときに、近所の人たちとのつ
ながりや助け合いがとても大きな役割を発揮することが注目さ
れています。町内会活動は、近所との関係を深めるために最適な
ものであり、もしものときに自分を助けてくれる仲間作りにもつ
ながります。
　まだ町内会などに加入されていない方は、自分たちの生活を支
えるためにも町内会に加入し、身近な地域づくりの活動に参加・
協力をお願いします。

【問合先】社会福祉協議会☎②3151

【申込・問合先】ふれあい健康センター地域包括支援センター☎③2010

　ご高齢の方が、日常生活にさらに生きがいをお持ちいただけるよう、今年度、新たに「介護支援ボラン
ティアポイント事業」を開始します。
　ボランティア活動を通じて社会貢献をいただき、はつらつとした暮らしをお過ごしください。

【概要】市が指定するボランティア活動などを行っていただいたご高齢者にポイントを付与します。こ
のポイントを「みかさ共通商品券」と交換して買い物などでご利用いただけます。

【対象者】市内在住の65歳以上の方（要支援・要介護認定者、事業対象者は対象外）で、ささえあいサポー
ター養成講座またはそれに準じる研修を修了された方

【ボランティア活動などの内容】事業所や施設の利用者・入所者の話し相手、
レクリエーションの補助・行事の補助、お茶だし、サロン活動の補助など

（指定された施設や団体により内容は異なります）

NEW !


